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【公開番号】特開2011-185634(P2011-185634A)
【公開日】平成23年9月22日(2011.9.22)
【年通号数】公開・登録公報2011-038
【出願番号】特願2010-48848(P2010-48848)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｊ   3/36     (2006.01)
   Ｇ０１Ｊ   3/26     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/27     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｊ   3/36    　　　　
   Ｇ０１Ｊ   3/26    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  21/27    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月25日(2013.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照射光を観察対象へ照射する光源部と、
　前記観察対象を経由した前記光源部からの前記照射光を検出する検出部と、
　を含み、
　前記検出部は、
　フォトセンサー部と、
　前記フォトセンサー部に到達する前記照射光の入射角度を制限する角度制限フィルター
と、
　前記フォトセンサー部が検出可能な波長帯域の光を透過するバンドパスフィルターと、
　を有し、
　少なくとも前記フォトセンサー部と前記角度制限フィルターとは、半導体プロセスで形
成されることを特徴とする分光センサー装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記フォトセンサー部と前記角度制限フィルターと前記バンドパスフィルターとは、前
記半導体プロセスで形成されることを特徴とする分光センサー装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記検出部は、前記照射光が入射する側から、前記バンドパスフィルター、前記角度制
限フィルター、前記フォトセンサー部の順番で積層した構造であることを特徴とする分光
センサー装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかにおいて、
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　前記角度制限フィルターは、前記フォトセンサー部の不純物領域の上方に所定間隔で配
置された壁状構造体により構成され、
　前記所定間隔は、前記フォトセンサー部の幅よりも短いことを特徴とする分光センサー
装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記角度制限フィルターの表面の少なくとも一部は、前記照射光の反射を抑制する材料
で構成されることを特徴とする分光センサー装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記角度制限フィルターは、前記検出部が設けられる半導体基板上に形成される回路の
配線形成工程により形成されることを特徴とする分光センサー装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかにおいて、
　前記角度制限フィルターと前記バンドパスフィルターとの間には絶縁層が形成されてい
ることを特徴とする分光センサー装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかに記載された分光センサー装置を含むことを特徴とする電子
機器。
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